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市県民税第２期・国民健康保険税第３期
の納期限は８月31日（水）です

～かならず納期限内に納めましょう～
！○納税には口座振替が便利です
　納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコンビニな
どへ出かけて支払う必要がありません。
　口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

　市県民税は、地域生活に必要な学校や公園、道路など
の整備を行う大切な財源です。また、国民健康保険税は、
国民健康保険に加入している方の医療費や子どもが生ま
れたときの給付などにあてられる大切な税金です。

問合せ先◆市県民税（□市税務グループ）
　　　　　☎52‒1111（内線246 ·247）
　　　　　※口座振替は（内線241 ·243 ·259）へ
　　　　◆国民健康保険税（□市市民窓口グループ）
　　　　　☎52‒1111（内線261 ·262）

口座振替申込
　申込先　
　　市県民税　金融機関もしくは□市税務グループ
　　国民健康保険税　�金融機関もしくは□市市民窓口グ

ループ
　持ち物　
　　通帳、通帳に使用している印鑑
　※口座振替開始は、申込みから２か月後になります。

平成29年度　幼稚園機能入園案内
願書配布　9月10日（土）～23日（金）　午前9時～午後4時
　　　　　　（10・17・24日の午後、11・18・19・22日の全日を除く。）
入園説明会　9月10日（土）　午前10時～
入園説明会場所　翼幼保園遊戯室
願書受付開始　10月3日（月）　午前9時～
　・先着順ではありません。
　・10月３日の受付分において、後日抽選
募集人員　３歳児　15人
配布・受付・説明会場所・問合せ先　翼幼保園　☎９５‒５０５５
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